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2008 年米国農業法の概要と影響：保全、エネルギー、及び砂糖タイトル 

 

はじめに 

 

 本稿は、2008年農業法（(Food, Conservation, and Energy Act of 2008, P.L.110-246）

の「保全」、「エネルギー」、および「砂糖」の各タイトルの主要規定を概述し、そのうちの

幾つかの規定に関して、執行上の諸問題や今後の影響を検討するものである。 

 

 ただし、農業法の諸規定を網羅的、逐語的に日本語に移し変えたとしても、規定されて

いる諸計画の「内容」や「意味」を理解することは極めて困難であろう（この点に関して

は、農政調査委員会『平成 8 年度、新農政推進等調査研究事業報告書、アメリカ 96 年農

業法等調査、第 1分冊、アメリカ 96年農業法』における拙稿「1996年アメリカ新農業法

の解説、Ⅲ．96 年アメリカ新農業法の読み方」pp.36-40 を参照して頂きたい。

http://www.library.maff.go.jp/GAZO/3-0000109715.htm）。 

 

 幸い、専門家以外にも理解しうる文章による農業法の全体あるいは個別のタイトルごと

の行き届いた解説が、下院農業委員会、農務省経済調査局、そして議会図書館議会調査局

などからすでに多数公表されている。しかし、本稿の取り扱う「保全」、「エネルギー」、お

よび「砂糖」タイトルに限定したとしても、その大雑把な紹介だけで相当のページ数が必

要となる。したがって、以下では、全体的な動向の指摘や、主要な計画に焦点をあてた、

極めて限定的な検討のみをおこなう。 

 

 なお、2008年農業法に関して注意を要する点の一つは、同法が税制関連の諸規定を多く

含んでいることである。とりわけ本稿が扱う「保全」および「エネルギー」に関しては、

これらの諸規定が（「保全」および「エネルギー」タイトル自体に含まれているわけではな

いが）少なからぬ重要性を持っている。ただし、農業法に含まれているとは言っても、税

制関連の諸条項を発議している委員会は、農業委員会ではない。 

 

 下院の場合は、農業委員会が下院本会議へ報告した法案に対する、本会議審議での修正

案として農業法に取り入れられている。したがって、農業委員会が本会議に報告した農業

法案 H.R.2419はタイトル XIまでだが、下院本会議を通過した農業法案H.R.2419には税

制関連のタイトル（TITLE XII--PREVENTION OF TAX TREATY EXPLOITATION TO 

EVADE UNITED STATES TAXATIONと TITLE XIII--ADDITIONAL OFFSETS）が含

まれている（これら修正案に関する下院の公式記録としては、下院報告書 110-261（H. Rept. 

110-261）を参照）。 
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 上院の場合は、上院財政委員会が 2007年 10月に、法案 2242号（S. 2242, the Heartland, 

Habitat, Harvest, and Horticulture Act, S. Rept. 110-206）を本会議に報告している。こ

の法案自体は、その後、法律として成立したわけではないが、上院を通過した 2008 年農

業法案H.R.2419の税制関連部分は、実質的に同法案と同内容である。 

 

 2008年農業法は、一般に、議会の予算過程からの大きな制約を受けながら審議され、成

立した法律であると理解されている。今後の米国の農業政策も、とりわけ大きな財政赤字

が予想される状況下においては、ますます予算や財政面からの影響を強く受けることが考

えられる。この点に関しては、本検討会の平成 18 年度報告書、手塚眞「米国連邦政府の

農業予算と議会予算過程」を参照されたい。 

 

１ 保全 

 1） 保全タイトル全体の概要 

 2008年農業法の「タイトルⅡ：保全」は、既存の保全諸計画をほぼすべて再授権し、幾

つかの計画を修正し、そして様々な新規保全計画を創設している。一般的な評価としては、

保全タイトルは内容的にも資金的にも、多くの関係者の要求を満たすものであったと考え

られている。 

 

 主要な修正としては、「保全留保計画」へ登録できる土地の最大面積の 3,200万エーカー

への引き下げ、「湿地留保計画」の最大面積の 304.1万エーカーへの引き上げ、などがある。

また、諸計画における、有資格条件の変更、計画の定義の変更、登録及び支払いの上限の

変更、契約期間・条件の変更、評価および優先順位付け基準の変更、なども行われている。 

 

一般に、様々な計画の下における技術的支援の受給条件と、計画への参加資格条件は拡

大されており、森林地、管理された土地、花粉を受粉させる昆虫などの生息地、特定の自

然資源地が適格条件として含まれるようになった。さらに、新規参入生産者、限られた資

源の（所得水準の低い）生産者、そして社会的に不利な立場にある生産者、特殊作物

（=specialty crop、米国農務省の定義する「特殊作物」には、果実、野菜、ナッツ類、乾

燥果実、そして園芸用畑で栽培される花卉のような作物が含まれる）の生産者、有機栽培

へ移行中の生産者、などは多くの計画において特別の扱いをうける規定が設けられている。 

 

新規計画としては、今までの「保全保障計画」が、新規の「保全スチュワードシップ計

画」として授権されている。また、「環境の質誘引計画」の中に含まれる下位計画として、

新規の「Agricultural Water Enhancement Program」が創設された。その他にも様々な

新規計画が創設されたが、以下の解説では必要がある場合にかぎり、それらに言及するこ

とにする。 
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 2008 年農業法の保全タイトルは、議会予算局の推計（CBO. H.R. 2419, Food, 

Conservation, and Energy Act of 2008：Direct spending and revenue effects of the 

conference agreement, May 13, 2008）によれば、2008から 2012会計年度の 5ヵ年で 243

億ドルの、そして 2008 から 2017 会計年度の 10 ヵ年では 552 億ドルの、義務的経費

（mandatory spending, direct spending）が見込まれる。関連した歳入等を無視すると、

2008年農業法の保全タイトルは議会予算局の 2008年 3月のベースライン推計と比較して、

5ヵ年で 27億ドルの新規経費の増大、10ヵ年では 40億ドルの増大が見込まれている。 

 

 2008年農業法の「保全タイトル」が授権した保全諸計画の数は、（一つの計画の下に複

数の下位計画が設けられていたりするため）数え方にもよるが、約二十計画に上る（これ

らの計画の、計画ごとの概要や実績を知るには、米国議会図書館議会調査局の報告書、

Agriculture Conservation Programs: A Scorecard, RL32940, Updated May 9, 2008.が便

利である）。 

 

これらの多数の計画のうち、以下では、「保全留保計画（Conservation Reserve Program, 

=CRP）」、「環境の質誘引計画 Environmental Quality Incentives Program, =EQIP」「保

全スチュワードシップ計画（Conservation Stewardship Program, =CSP）」に焦点を当て

て、その概要、及び影響・評価等について検討する。なお、多数の計画にその場限りの、

似たり寄ったりの日本語名称をつけることは、米国保全政策の理解を容易にするよりは、

むしろ混乱を深めることになる恐れがある。以下では、基本的に「CRP」、「EQIP」、「CSP」

などの略号を使用することにする。なお、多数存在する下位計画に関しては、必要に応じ

て限定的に言及するにとどめる。 

 

 また、本検討会の平成 19 年度報告書（手塚眞「米国次期農業法の概要：各論、保全プ

ログラム、砂糖政策」）は、近年の保全諸計画の動向を米国農業政策全体の変化の文脈の中

に位置づけているので、ご参照いただければ幸いである。 

 

 ２） 「保全留保計画 （CRP）」 

CRPは、1980年代から継続されている、10から 15年契約の任意参加の休耕計画であ

る。ただし、近年の計画の重点は、休耕から次第に環境の保全や改善に移動してきている。

一定の保全措置の実施や、樹木や植生の維持（これに関しても政府が費用を一部負担する）

を行う計画参加者に対して、年度ごとに地代が支払われる。CRPは、年度ごとの支出額で

言えば、最大の保全計画である。計画は農務省の農場サービス局（FSA）が所管し、農産

物信用公社（CCC）から資金が調達される。 
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CRP登録面積上限の引き下げ 

2008年農業法は、CRP参加登録面積の上限を引き下げている（3920万から 3200万エ

ーカーへ）。このことは、現在計画に参加している地主・生産者に直ちに、直接的な影響が

あるわけではない。3200万エーカーの上限は 2010会計年度以降に効力を持つことになっ

ており（セクション 2103の(3)項）、それまでに満期を迎えて計画から退出する土地が見込

まれているからである。 

 

 2008年 7月末現在、CRPに登録されている面積は 3470万エーカーである。2008年 9

月末にはこの内の 110万エーカーが、2009年の 9月末には 380万エーカーが、そして 2010

年の 9 月末には 440 万エーカーが契約の満期を迎える（"Statement of Secretary Ed 

Schafer Discusses Conservation Reserve Program Decision（Release No. 0196.08）" 

Washington, D.C. July 29, 2008）。 

 

昨年度の本検討会報告書で指摘した米国保全諸計画の一般的な動向として、すなわち、

従来の休耕計画から新たな生産農地計画へと重心が移行してきていることの一つの現われ

として、このCRP上限の引き下げを捉えることも可能であろう。実際、農業法案H.R. 2419

のJoint Explanatory Statement（後述）のp.45.では、CRPから退出する土地に関して、

農務長官が積極的にCSP（生産農地計画の一つである）に参加するように広報・教育活動

を行うことを促している。 

 

CRPに登録された土地において許される土地利用 

CRPに登録された土地において許される土地利用の範囲が、修正され、拡大されている。

今までの農業法では、農務長官が土壌、水質、そして野生生物生息環境の保全と矛盾しな

いと決定する限りにおいて、（バイオマスの収穫を含む）管理された干草収穫および放牧地

利用（managed haying and grazing）及び風力発電施設の設置が認められていた。2008

年農業法は、これらに加え、外来生物種侵入の抑制のための通常の、あるいは所定の放牧

地利用（routine or prescribed grazing）を許可している。特定の土地利用が許可される場

合、州の技術委員会（State technical committee）が適切な環境管理が行われるように協

力することが要求されている。ただし、今までの農業法における規定と同様に、2008年農

業法の下でも、許される土地利用の経済的な価値に応じて、地代の支払いは減額される。 

 

 管理された干草収穫および放牧地利用に関しては、CRPの土地において土地被覆が十分

に成長した後、3年に 1度を超えない頻度で承認されるが、その地域や土地の状況等によ

り、より少ない頻度で承認されることもある。また、干草収穫は 90 日以内、放牧は 120

日以内（あるいは 60日以内の放牧を 2度）に制限されている（USDA, Farm Service Agency. 

Conservation Reserve Program: Haying and Grazing of Acreage（Fact Sheet）．June 
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2004.）。 

 

 CRPに登録された土地において干草収穫や放牧が許可されるのは、当初、旱魃等の緊急

事態に限られていた。2002年農業法は CRPに登録された土地の経済的利用の可能性を拡

大し、新たに、（バイオマスの収穫を含む）管理された干草収穫および放牧地利用及び風力

発電施設の設置が認められた。2008年農業法による修正は、この方向をさらに推し進めて、

より柔軟な経済的利用を可能にするものと解釈できる（この点からも、米国保全諸計画の

一般的な動向として、従来の休耕計画から新たな生産農地計画へと重心が移行してきてい

ることが確認できる）。 

 

 ただし、農業法が農務長官に対して一定の権限を与えることと、農務長官が実際にその

権限を行使するかどうかということは、同じではない。また、法律で定められた計画であ

っても、通常、その執行には法律の一定の解釈と、より具体的な規則の作成が必要になる。

CRP計画の行政的執行に関する規則は、連邦政府の行政手続法上の手続きを経た上で、官

報（=FR, Federal Register）に公表され、連邦規則集（=CFR, Code of Federal Regulations）

の 7 C.F.R. PART 1410に掲載されている。 

 

 2002 年農業法の下で、CRP に登録された土地の連邦規則集において（一定の条件の下

で）認められる特定の用途は、（a）商業的狩猟、(b)（バイオマスの収穫を含む）管理され

た干草収穫および放牧地利用、（c）風力発電装置の設置、（d）雑草を抑制するために必要

な場合、30 日以内の特定範囲の放牧（Spot grazing）、（e）保全計画に基づく、森林の間

引きや間伐、そして、（f）炭素、水質、その他の環境外部性クレジットの販売（The sale of 

carbon, water quality, or other environmental credits）、である。 

 

 CRPに登録された土地の経済的利用に関連して、さらに、新たな不確定要素として登場

してきたのが、2008年の 7月 8日にワシントン州西部地区連邦地方裁判所判事によるCRP

における干草収穫および放牧地利用の「保全処分（temporary restraining order）」であ

った。 

 

 2008年 5月 27日に、農務省は CRPの土地を、「危機的飼料利用計画（critical feed use 

program）」のために利用できると発表した。これに対して、全米野生生物連盟（National 

Wildlife Federation）とその６つの州団体は、連邦裁判所に農務省を被告として、差し止

め請求をおこなった。原告によれば、農務省は適切な環境評価の実施を怠っている、とい

うことであった。 

 

 連邦地裁は、7月 24日に最終決定を下し、7月 8日の「保全処分」以前に農務省に申請
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し、あるいは承認された土地、または「保全処分」以前に干草収穫および放牧地利用のた

めに 4,500ドル以上の投資を行ったものを除き、「危機的飼料利用計画」の実施を禁止した。

また、7月 8日以前に承認された申請分に関しては、11月 10日までに干草収穫および放

牧地利用は終了せねばならず、その後の承認分に関しては、干草収穫が 9 月 30 日まで、

放牧が 10月 15日までに終了しなければならないとされた（すなわち、期間が短縮された）。

なお、この「危機的飼料利用計画」に関する決定は、指定された災害地域における緊急干

草収穫および放牧計画の実施には影響しない。 

 

 農務省の適切な環境評価の欠如に関する原告の主張を認めたこの連邦地裁判決は、2008

年中に大きな問題として浮上してきた、CRP契約のペナルティーなしでの前倒し解約の承

認問題に、何らかの影響を与えた可能性がある。すなわち、2008年における農産物価格・

穀物価格の高騰の下で、畜産や食品関係者を中心とした諸団体は、農務省に対して CRP

契約の前倒し解除を強く要求していた。これに対して全米野生生物連盟を含む、環境、自

然、野生生物保護の諸団体は、そのような決定を行わないように、農務長官に要求してい

た。最終的に、農務省はペナルティーなしでの CRP 解約を承認しない決定を 7 月末に行

っている（ "Statement of Secretary Ed Schafer Discusses Conservation Reserve 

Program Decision（Release No. 0196.08）" Washington, D.C. July 29, 2008）。 

 

費用分担計画 

2008 年農業法は、 幾つかの特定の保全措置に対する費用分担を規定している。1990

年 11月以降に結ばれた CRP契約において、広葉樹林（hardwood trees）、 防風林、シェ

ルターベルト（shelterbelts）、そして野生動物の通路（wildlife corridors）を設けるため

に用いられた土地に対し、それらを設けるための費用の半額の費用負担を認めている。契

約は最短で 2年、最長で 4年である。また、土地の自然資源管理を向上するために行う間

伐等の費用分担のために、1億ドルが授権されている。 

 

CRPの契約の下で契約者は承認された保全措置あるいは土地被覆を設け、維持しなけれ

ばならないが、その費用の 50％までは農務省が分担することが可能である。ただし、従来、

どのような保全措置・土地被覆が承認され、それぞれの措置がどの割合で費用分担される

かは、一般に行政的に決定されてきた。2008年農業法が特定の保全措置とその費用分担率

に言及するのは、今までの行政的決定を追認し、法的根拠をより確かなものにする意味が

あると思われる。 

 

新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある農・牧畜経営者への優遇措置 

 2008年農業法は、様々な計画において新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある

農・牧畜経営者に特例を設けている（農務省経済調査局ウェッブサイトの 2008年農業法解
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説ページが便利であるhttp://www.ers.usda.gov/FarmBill/2008/Titles/Underserved.htm）。 

CRPに関しては、隠退した、あるいは隠退する農場経営者の土地を新規参入の、あるいは

社会的に不利な立場にある農・牧畜経営者に譲渡する場合に、特別の優遇措置を規定して

いる。 

 

 まず、この優遇措置では、新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある農・牧畜経

営者に土地を譲渡する隠退した、あるいは隠退する農場経営者は、CRPの地代支払いを 2

年追加して受け取ることが出来る。また、土地を譲渡される経営者は（CRP契約を一部修

正することによって）CRP契約の終了１年前に、持続可能な放牧あるいは保全的な作物生

産方式により土地の改良を開始することが許可され、また、1990 年有機食品生産法

（Organic Foods Production Act of 1990）の下での有機生産証明プロセスを開始すること

が許可される。所有権の移転は CRP 契約の終了時点で行われる。この計画の下での土地

譲渡を促進するために、2009～12年の間に 2500万ドルの資金が認められている。 

 

 この規定の基本的な考えは、現在 CRP に登録されている土地を譲渡する際に、その譲

渡が新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある農・牧畜経営者にたいして行われる

ような誘引を提供すること、そして土地を譲渡された農・牧畜経営者が保全的な農業生産

を行う誘引を提供することにあると思われる。 

 

この規定の、実際上の影響の程度を捉える一つの手がかりとして、「新規参入農・牧畜経

営者」数にかかわるデータを検討してみよう。2008年農業法のCRPの規定において「新規

参入農・牧畜経営者（Beginning farmer or rancher）」の定義は、農務長官の裁量にゆだ

ねられている（法律の文言に即して言えば、統合農場および農村開発法のセクション

343(a)(8)、(7 U.S.C. 1991(a)(8))の定義を採用している）。これまでの農務省の諸計画にお

いて「新規参入農・牧畜経営者」は、一般に、（1）農場経営の期間が10年を超えない個人

またはエンティティー、（2）実質的に経営にかかわっている、等の条件を満たすものとさ

れてきた。 

 

新規参入農・牧畜経営者にかかわる農務省の諸計画の行政的執行を行うにあたり、

Advisory Committee for Beginning Farmers and Ranchersによる審議や勧告がおこなわ

れており、その資料が農務省農場サービス局ウェッブサイトで公開されている。

（http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=home&subject=fmlp&topic=bfl-er） 

 

 農務省経済調査局のデータによれば、「農場経営の期間が 10年を超えない」という条件

を満たす農場は、全米農場総数の約 5分の 1にあたる。ただし、1農場に複数の農場経営

者がいる場合もあり、「新規参入農場」と「新規参入農場経営者」は必ずしも一致しない。 
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Farm Household Economics and Well-Being: Beginning Farmers, Demographics, and Labor Allocations 

http://www.ers.usda.gov/Briefing/WellBeing/demographics.htm 

 

 なお、農業法の定義する「新規参入農・牧畜経営者」とは直接にはかかわらないが、農

務省経済調査局は農場経営への新規参入と農場経営からの退出に関する調査・研究を行っ

ている。近年の研究（Robert A. Hoppe. Understanding U.S. farm exits, ERR-21. USDA 

Economic Research Service. June 2006）によれば、1992～1997年の間に、717,100の農

場が退出し（農場経営を辞め）、703,700の農場が新規参入していると推計されている。ま

た、退出の可能性を高める要因として、経営者の年齢以外にも、農場規模（小規模な農場

の退出率が高い）、経営タイプ（肉牛生産の方が現金穀作より退出率が低い）、経営継続年

数（短いほうが退出率が高い）、兼業収入（兼業収入があれば退出率が低い）、人種やジェ

ンダー（女性と黒人の退出率の方が高い）などがあることが分析されている。 

 

作付け実績（Cropping history）計算基準 

 「作付け実績」は、農務省の様々な計画の資格要件と深くかかわっている。例えば、作付

け実績のない「土壌浸食を起こしやすい土地（highly erodible land）」に、要求される一

定水準以上の保全措置をとらずに作付けをする生産者は「ソッドバスター（Sodbuster）」

規定に違反することになり、農務省諸計画の利益を受け取る資格を失う。 

 

 また、様々な農務省の計画の支払いは、何らかの形で、それぞれの農場の作付け実績が

基礎になる場合が多い。例えば、「固定支払い（Direct Payments）」や「価格変動対応支
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払い（Counter Cyclical Payments）」は、実際に生産される農産物に対して支払われるの

ではなく、ある期間の、特別なルールに基づいて計算される作物ごとの作付けの実績（「基

準面積（base acreage）」）に基づいている（ただし、いわゆるデカップリングの結果、現

在の作付面積との結びつきは弱まっている）。 

 

 2008 年農業法（セクション 1109（c））は、農務省の諸計画の主要な支払いを受け取る

条件として、農場の作付け状況を毎年農務省に報告することを義務づけている。農場サー

ビス局郡事務所の重要な仕事の一つは、これらの報告にもとづき、農場ごとの作付け情報

を記録することである。 

 

 CRPに関して言えば、2008年農業法は、2008年より前の 6年間のうち 4年間の作付け

実績がある土地は、CRPに登録することが出来るとした。しかしながら、従来の農業法の

規定では、作付けされたとみなされる作物の範囲が、特に牧草類に関して明確ではなかっ

た。2008年農業法は、農務長官によって承認された輪作体系の一環としてアルファルファ

やその他の多年生のイネ科およびマメ科草種が作付けされる場合、それらは「農作物

（agricultural commodities）」とみなされると規定している。これによって、一定の条件

を満たす限り、アルファルファも作付け実績として認められることになる。 

 

支払いの税制上の扱い 

 CRP支払いに関しては、長年にわたり、支払いを受け取る地主・生産者（あるいは農務

省）と、国内歳入庁（IRS）との間で、税制上の扱いをめぐる意見の対立があった。2008

年農業法はこの点に関して、新たな税制上の規定を設けている。 

 

 IRSは、CRP支払いを事業所得とみなし、自営業者の社会保障税（Social Security taxes）

の課税対象（税率 15.3％）とした。これに対して地主・生産者は CRP 支払いを社会保障

税の課税対象とはならない賃貸所得（rental income）であると主張した。この対立は、第

六巡回区法廷（Sixth Circuit Court）において、2000年 3月に IRSの立場を支持する判

決が下された。IRSは 2006年 12月の通達（Notice 2006-108）においても、CRP支払い

が社会保障税の課税対象であることを明示していた。 

 

 この点に関して、2008年農業法のセクション 15301は、2007年 12月 31日以降、障害

のある、あるいは隠退した契約者に支払われる CRP 支払いを、自営業者の社会保障税の

課税対象には含めないように新たに規定している。ただし、アイオワ州立大学「農業の法

および税センター」の Roger McEowen（http://www.calt.iastate.edu/fix.html）によれば、

問題がすべて解決したわけではなく、依然として、税制上の扱いに関しての議論は残るよ

うである。 
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 ３） 「環境の質誘引計画 (EQIP)」  

 EQIP は、資格を有する農地における構造物設置や農業方式実施を推進し、農業生産と

環境の質を促進するための、技術支援および費用分担支援を農・牧畜経営者に提供する計

画である。すなわち、（元来、休耕計画として開始された）CRP とは異なり、生産耕地に

対する保全計画である。支出額から言えば、EQIPは、CRPに次ぐ規模であり、EQIP全

体の授権額は、2008会計年度が 12億ドル、2009年度が 13.37億ドル、2010年度が 14.5

億ドル、2011年度が 15.88億ドル、2012年度が 17.5億ドルである。EQIPは、多くの下

位計画を含んでいが、必要に応じて言及するにとどめる。EQIP は、農務省の自然資源保

全局（NRCS）が所管する。 

 

計画の目的および対象の拡大 

 2008年農業法は、土壌、表流水・地下水、そして大気の質を高め、またエネルギーを保

全するような措置を含むように、EQIPの計画対象を拡大している。同法ではまた、EQIP

計画の対象地として、放牧地、森林地、湿地、そして野生生物の生存を支えるようなタイ

プの土地を、新たに含めている。計画参加の申請を評価するに当たり、費用効率性と資源

諸問題に対する包括的な措置（comprehensive treatment of resource issues）に優先的考

慮が与えられることになっている。 

 

新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある農・牧畜経営者への優遇措置 

 EQIP 予算の 5%を新規参入農・牧畜経営者に、5%を社会的に不利な立場にある農・牧

畜経営者に特別枠として確保しており、これらの生産者が EQIP計画に参加して生ずるコ

ストの最大 90%までを政府が負担することを認めている。同法はまた、インディアン諸部

族のメンバーや有機農業生産への移行過程にある生産者を支援するための支払いを認めて

いる。 

 

牧畜経営者の特別枠の継続 

 2008 年農業法は、資金の 60％を牧畜経営者の費用分担（家畜廃棄物処理の包括的施設

の建設のための誘引支払いを含む）のために確保するという要求を 2002 年農業法から引

き継いでいる。 

 

幾つかの下位計画 

 農業法は、年間 3750 万ドルの EQIP 資金を、下位計画の Conservation Innovation 

Grants計画に割り当てており、新たに農業関連の大気の質の問題（温室効果ガス排出を含

む）も対象に含めるように、同計画の規定を修正している。また、今までの Ground and 

Surface Water Conservation Program を、新たに Agricultural Water Enhancement 

Program (AWEP) に衣替えし、農地における水質や水量の問題に対処させている。 
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 新たな AWEPには、2012会計年度までに、2.8億ドルの義務的資金が与えられている。

AWEPの優先地域として、Joint Explanatory Statementにおいて、The Eastern Snake 

Plain Aquifer region, Puget Sound, the Ogallala Aquifer, the Sacramento River 

watershed, Upper Mississippi River Basin, the Red River of the North Basin, and the 

Evergladesの地名が挙げられている。法律自体に特定の地域が言及されているわけではな

いが、法律を執行するに当たり農務長官は当然、立法府の立法意図を適切に解釈しなけれ

ばならない。Joint Explanatory Statementに上げられた優先地域の地名も、したがって、

法律の執行に影響を与えるものである。 

 

 なお、Joint Explanatory Statementとは、両院協議会で最終的な法案に関する合意が

成立したときに両院協議会報告書（こちらの方は実質的に合意された法案）とともに作成

される文書で、通常の委員会が法案を通過させたときに作成する委員会報告書と同様な性

格の文書である。2008 年農業法案（H.R.2419）の場合、Joint Explanatory Statement

は 400ページを超える、かなり大部なものである。 

 

 ４） 「保全スチュワードシップ計画 （CSP）」 

 2008年農業法以前に存在していた「保全保障計画（Conservation Security Program）」

は、農務省自然資源保全局（NRCS）が所管する任意参加の計画で、農業生産を行ってい

る土地において、土壌、水、大気、エネルギー、野生生物の改善と保全を促進するための、

財政的、技術的支援を提供するものである。2008年農業法は、この「保全保障計画」を停

止して（現に存在する契約は、契約期限切れまで継続するが）、これに代わる新規の「保全

スチュワードシップ計画（Conservation Stewardship Program）」を制定した。なお、新

旧両計画とも頭文字・略号の「CSP」は共通である（特に区別する必要がある場合は、2008

年の計画に関して「CSTP」の略号が用いられる）。2002年農業法において CSP創設に中

心的な役割を果たした人々の意図は、CSPを本格的な「グリーン・ペイメント」計画とし

て、すなわち（単に新たな保全措置の実施に対する支払いではなく）現に生み出されてい

る環境的利益に対しても支払いをおこないうる計画として、実施することにあったと思わ

れる。しかしながら、後述するように（計画の執行に関する諸問題を参照）、実際の計画実

施は、十分な予算の確保が出来なかったこともあり、必ずしも当初の意図が実現されたわ

けではなかった。その意味で、2008年農業法の CSPは「再チャレンジ」であり、今後の

米国保全政策の方向を占う試金石となるかもしれない。 

 

旧三層構造の廃止と支払い基準の単純化 

 新 CSPは、旧 CSPに存在した三層構造の計画（環境管理の水準によって三段階に分類

され、より高い水準の支払いがより高額になっている）を廃止している。また、契約は 10

年ではなく 5年とされている。 
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 新規の CSPでは、支払いは、一定水準のスチュワードシップ（すなわち、少なくとも 1

つの資源にかかわる事項において、その質と状況を改善あるいは保全するために要求され

る、良好な環境・資源管理の水準）に達しているか、あるいはそれを超えているかによっ

て、決定される。この「一定水準のスチュワードシップ」はまた、州の特定流水域あるい

は地域における優先事項として州レベルで決められた、少なくとも一つの優先的な資源に

かかわる事項においても満たされなければならない。 

 

支払いは、保全措置の実施にかかる実際の費用、逸失利益（得べかりし利益）、そして期

待される環境への良い影響、に基づいて行われる。 

 

計画の目的および対象の拡大 

計画目的に関して言えば、新 CSP も農業生産を行っている土地における保全措置を奨

励する点で、旧 CSP の目的を引き継いでいる。CSP への登録は、特定期間における登録

ではなく、通年の登録として実施される。 

 

登録資格のある土地は拡張され、州政府により決定される主要な資源事項（priority 

resource concerns, as identified by states）、特定の農業的私有地、森林的私有地、そして

非産業的私有林（nonindustrial private forest lands）も含まれることになった。 

 

また、技術的支援が、特殊作物（specialty crop）および有機作物生産者に対して提供さ

れる。 

 

生産者は、土壌肥沃度を増し灌漑の必要性を減じるような、特定の環境的利益を提供す

る資源保全的作物の輪作に対し支払いを受けることが出来る。計画の支払いは、畜産廃棄

物の貯蔵や処理施設、あるいは関連した廃棄物輸送あるいは移動設備の設計、建設、維持

のために使用することは出来ない。 

 

新規参入の、あるいは社会的に不利な立場にある農・牧畜経営者への優遇措置 

CSPの資金の 5％が新規参入の農民および牧畜者に、さらに 5％が社会的に不利な立場

にある農民および牧畜者に、特別枠として確保されている。 

 

計画の執行に関する諸問題 

 法律の規定と実際に執行される計画の関係は、必ずしも単純に同一視することが出来な

いということを本稿では強調しているが、2002年農業法で創設された CSPの執行は、そ

の点が最も強く現れた事例の１つであるということができる。当初の立法意図と実際の計

画執行の乖離の直接的な原因の一つは、計画資金の調達問題にあった。 
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 2002年農業法の CSPは、同計画の支持者たちの意図としては、一定の条件を満たす生

産者に対して自動的に支払いが可能となる（多くの農産物計画と同様な）「エンタイトルメ

ント」計画として立法化されていた。したがって、その予算額は法律中に特定の授権金額

として明示されることがなかった（このような計画の「予算額」は、大統領予算書におい

ては大統領府行政管理予算局（OMB）の、議会予算過程においては議会予算局（CBO）

の、予想金額として示されるが、法律は一定の条件を満たす計画参加者に支払いを認めて

いるのだから、その予想金額自体が何らかの直接的な法的拘束力を持つわけではない）。 

 

 2002 年農業法が議会を通過した時点において、議会予算局は CSP の支出額を 2003 年

度に 1400万ドル、そして 2006会計年度までには 6.49億ドルに増大すると予想していた。

2002年度から 2011年度までの予想される総支出額は 20億ドルであった。この予想支出

金額は、2002年農業法の議会通過後、劇的に増大した（法律の規定自体が変化したわけで

はなく、「予想」が変化したのである）。2002年 5月の行政管理予算局は CSPの 2002か

ら 2011会計年度までの支出を 59億ドルと予想した。2003年 1月、議会予算局は CSPの

2004から 2013会計年度までの支出を 78億ドルと予想した。 

  

 CSP計画の実際の執行は（法律の規定よりも丸一年遅れて）、2004会計年度から開始さ

れた。議会は、2003会計年度の継続歳出予算法（P.L. 108-7）で、CSPの 2003から 2013

会計年度の 11年間の支出額を 38億ドルに制限した（この金額と議会予算局の予想支出額

の差額の予算額が「削減」されたことになる）。議会はその後、この 38億ドルの制限を撤

廃し、2004会計年度に関して 4140万ドルの歳出予算を CSPに与えた。さらにまた、2004

年 10月には、CSPの 2005から 2014会計年度の総支出を 60億ドルに制限するあらたな

上限を設けた上、2005会計年度の歳出予算として 2.02億ドルを与えた。その後も、議会

は CSPの予算に関して度々制限を設けたり、変更を加えたりした。 

 

 議会予算過程における、CSP予算に対するこれらの行為が何を意味しているかといえば、

それは CSP 予算が予算削減のための一種の「財源」となってしまったことを意味するよ

うに思われる。もともと CSP は上院の農業委員会（より限定すれば、ハーキン委員長）

が中心となり創設した保全計画で、2002年農業法の下院通過法案には含まれていなかった

ものである。したがって、共和党の大統領が CSP に対して同情的ではない上に、下院に

おいても CSPはその資金を確保するための十分な支持が得られなかったように思われる。 

 

 CSP予算のもう一つの特徴は、行政管理予算局が CSPの執行に関して NRCSに認めた

方式にある。すなわち、CSPのように多年度にわたる計画を執行する場合の資金手当ての

方式は大別して二通りあり、一つは計画参加者と契約が成立した時点で契約満期までの予

算を計上する方式、もう一つは、当該年度の予算だけを計上する方式である。行政管理予
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算局は CSP に関して、当該年度の予算だけを計上する方式の採用を認めたため、CSP は

与えられた予算の枠内で参加者を最大化することは出来たものの、毎年の予算額を増大さ

せ続けることが出来なければ、新規の参加者の登録が出来ないことになった。 

 

 このような資金的な制約の中で執行されたCSPは、当然、CSP支持者が当初意図したも

のとは大きくかけ離れた内容のものであった。NRCSは2004年6月21日の官報にCSPの執

行に関する暫定最終規則（Interim final rule）を公表すると同時に、一般からのコメント

を要請している。一般からのコメントは、保全計画の規則に関するコメントとしては記録

的な数にのぼり、その多くが農務省の制限的なCSP実施を批判するものであった。とりわ

け、2004会計年度のCSP実施が限られた流水域に限定されたことや、法律自体に無い参加

者の制限が加えられたことに対する批判が多かった。 

 

 NRCS は一般からの多くの批判に対して、議会における度々の CSP 資金の制限が、流

水域を限定した実施方式を最も費用効率的な CSP 実施方式として採用させた原因である

と反論している。CSPの登録ができる流水域を限定することで（ただし、登録可能な流水

域は登録のたびごとに変更される）、行政的な、また技術支援にかかる費用が最も節約でき

ると NRCSは主張している。その後の CSPの登録に際して、執行規則は多少の変更が加

えられたものの、基本的に制限的な CSP実施方式が変わることはなかった。 

 

 2002年農業法の下における CSP執行にかかわる諸問題に関して、ここでこれ以上検討

する余裕は無いので、参考になる文献資料を以下に示す。Martha L. Noble, “Conservation 

Security Program Interim Final Rule: A Truncated Green Payments Program for FY04 

Needs Future Improvements,” Agricultural Law Update (July 2004)、及び Soil and 

Water Conservation Society and Environmental Defense. Conservation Security 

Program (CSP) Program Assessment. February 2007 。 

 

 本稿が検討しなければならないより重要な問題は、2008年農業法の下における CSPが

どのような計画として実際に執行されるかという点である。現時点（2009 年 1 月中旬）

で参照しうる主な手がかりは 2 つある。一つは 2008 年農業法の Joint Explanatory 

Statement、もう一つは上院農業委員会の指名承認公聴会における新農務長官、Tom 

Vilsackの発言である。 

 

 2008年農業法の Joint Explanatory Statementは、CSPに関して両院協議会の意志と

して以下のことを述べている。 

 

“The Managers intend for the program to be available nationwide to all agricultural 
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producers, not only in specific watersheds or geographic regions within a State. The 

Managers specifically intend that the program not be restricted to particular 

watershed enrollments.” 

 

 この文言は明らかに 2002年農業法の下における農務省のCSP執行方式が両院協議会の

意図するものでは「ない」ことを示している。しかしながら、2008年農業法の下における

CSP の具体的な執行規則を制定する権限が農務省にあることにかわりはない。また仮に、

議会の予算過程において十分な資金が確保できなくなった場合、2002年農業法の CSP執

行方式とは異なっていたとしても、何らかの制限的措置の導入が無ければ、計画の執行は

不可能であろう。したがって、2008年農業法の CSPの今後に大きな影響を持つ要素の一

つは、やはり資金問題ではないであろうか。 

 

2008年農業法の CSPに関しては、2002年農業法と同様に、特定の金額が授権されてい

るわけではない。ただし、2008年農業法においては、あらたな要素として、毎年の新規登

録面積と単位面積当たりの平均支払額が目標値として明示されている。すなわち、新規の

CSPの下で毎年 12.8 millionエーカーの土地を登録し、そのエーカーあたりの支払い額が

全国平均で 18ドルになるように計画を運営する、「実行可能な範囲での最大限度（to the 

maximum extent practicable）の」目標が農務長官に対して課されている。また、個人へ

の支払いは 5年間の契約期間のどの一年においても$200,000以下に制限されている。この

様な CSP 資金に関する新たな要素は、議会予算過程において、農業委員会が（歳出予算

委員会等との境界的な所管争いなどに際して）CSP資金を確保できる可能性を高めるため

の工夫であると思われるが、その実際的な効果に関しては現時点では不明である。 

 

指名承認公聴会における新農務長官の発言に関して言えば、VilsackはCSPに言及して、

その速やかな執行を約束している（上院農業委員会のウェッブサイトで、Vilsack が公聴

会のために予め準備した原稿が見られるが、儀礼的な言辞に満ちた、約 2ページの短いも

のである）。ただし発言内容は（指名承認公聴会の通例として）具体的であるよりは一般的

であり、この場面の配役からある程度予想されるものではある。すなわち、新農務長官へ

の就任が上院農業委員会の承認を必要としており、その委員会の委員長が最も重視するプ

ログラムの一つが CSPであれば、あえて Vilsackが CSPに否定的な発言をすることは有

り得ないことであった。しかしながら、やはり公的な場で CSP に関して肯定的な発言を

したことは、今後の農務省の方向を示唆するものであろう。 

 

 以上から言えることは、CSPがオバマ政権のもとにあっては、今までのブッシュ政権時

代と比較して、かなり良好な政治的環境に恵まれるであろうということである。ただし、

依然として資金の問題は残るかもしれない。この点は単に党派的・イデオロギー的な対立
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だけではすまない、より現実的で込み入った、農業利益の内部的な対立をも含む問題であ

る。 

 

 ５） 保全諸計画と支払い制限 

 「支払い制限（payment limit）」は、一定限度額以上の支払い（あるいは特定の所得水

準を超える個人への支払い）を制限する規定であり、農産物計画の支払いのみならず、保

全計画の支払いも制限の対象になっている。2008年農業法は従来の「３エンティティー規

則」を廃止し、また「調整粗所得 Adjusted Gross Income（AGI）」に基づく支払い制限を

修正している。 

 

 ただし、支払い制限に関する議論で心得ておくべきことは、この議論が米国ではすでに

1960年代から延々と続けられてきた議論であり、また 1970年農業法以降の代々の農業法

に（様々な修正を加えられながら）受け継がれてきている規定であると言うことである（手

塚眞「米国農業政策と農業構造」『東京経大学会誌』191号、1995年 3月）。年中行事の本

質は、それが毎年必ず行われるというところにあって、それが何らかの実質的な影響を与

えるところにはないのかもしれない。 

 

 最近の（支払い制限導入の 40 年後の）デモインレジスター紙の記事でも、会計検査院

（United States Government Accountability Office）の報告書（Federal Farm Programs： 

USDA Needs to Strengthen Controls to Prevent Payments to Individuals Who Exceed 

Income Eligibility Limits, GAO-09-67. October 2008.）を引用しつつ、明らかに支払い制

限の規定に違反しているように見える大金持ちが、多額の農業補助金を受け取っているこ

と を 報 道 し て い る （ Philip Brasher "Rich get $49 million in farm aid." 

www.desmoinesregister.com, November 24, 2008.） 

 

一方、農場経営者を顧客とするコンサルタントや弁護士の発言をみると、彼らの専門的

なサービスがあれば、農務省からの支払いに関してレッドカードを渡されるようなことに

はならないだろう、と言った内容がほとんどであるように見受けられる。 

 

 支払い制限の強化に関しては、必ずしもすべての農業関係議員が反対しているわけでは

ない。その理由の一つは、支払い制限の強化により利益を脅かされる地主・生産者は、一

般に、地域的・作物的に限定されているのに対し、支払い制限の強化は議会予算過程にお

いて予算削減としてスコアーされ、他の農業プログラムに資金を振り向けることが可能だ

からである。 

 

 まず、2008年農業法は、今までの「３エンティティー規則（すなわち、支払いは最大 3
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つの異なる法的な「エンティティー」を通して受け取ることが許可される）」を廃止して、

「直接帰属規則（direct attribution rule）」に改めた。具体的には、どのように沢山の異

なる法的な「エンティティー」を通して支払いを受け取っても、最終的に受け取る個人に

支払いを帰属させられるということである。ただし、配偶者が別人格として支払いを受け

ることが可能である限り（そして 18 歳以下の子供も親と同様に扱われるという規定があ

る限り）、「３エンティティー規則」の廃止は象徴的なものに留まると見ている専門家もい

る（アイオワ州立大学、「農業法及び税センター」のウェッブサイト、Roger McEowen. 

"2008 Farm Bill Commodity Programs and Payment Limit Rules." June 6, 2008, 

Updated June 19, 2008.） 

 

 2008年農業法の「調整粗所得（AGI）」に基づく支払い制限（セクション 1604）は、今

までと異なり、農業と非農業のそれぞれの所得に異なる制限が設けられている。保全計画

支払いの場合（農産物所計画の制限とは別に規定されている）、非農業 AGIが 100万ドル

を超えると、支払いを受け取ることが出来ない。ただし、全所得の AGIの 66.66 %（すな

わち 3分の２）以上が農、牧、および林業からの所得である場合は、この限りではない。 

 

 さらに、環境的に特別に重要な土地の保護がなされる場合には、農務長官には上記の制

限を免除する権限が与えられている。 

 

 2008 年農業法では、AGI による支払い制限以外にも、個別の保全計画ごとに支払額の

上限を設けている場合がある。例えば、EQIP の支払いは、一年の支払いが一人 300,000

ドル（これまでの 450,000ドルからの引き下げ）を超えてはならない。ただし、methane 

digesters（汚水中の養分を分解し、メタンガスを発生さる装置。発生したメタンガスで発

電機などを動かす）を含むような、農務省により環境的に特に有意義であると決定される

ケースは、この支払い制限を適用されない。 

 

 保全計画に関して、支払い制限の影響を検討するとき、個々の農場が受け取る保全諸計

画の受け取り金額が、平均すれば、農産物計画と比較してかなり低い水準にあるという点

を、まず考える必要がある。また、昨年度の本検討会報告書（手塚眞「米国次期農業法の

概要：各論、保全プログラム、砂糖政策」）で指摘したように、保全諸計画支払いを受け取

る農場が、農産物計画支払いを受け取る農場と、平均的にみて、かなり性格の異なる農場

であることを考慮する必要がある。例えば、農外所得のしめる割合などは、保全諸計画支

払いを受け取る農場の方が高い可能性がある。 

 

 しかしいずれにしろ、支払い制限の影響を受ける可能性のある地主・生産者の数はかな

り限られたものに留まるはずである。より制限的に見える農産物計画の支払い制限の場合



 48

でさえ（非農業AGIが 50 万ドル、農業AGIが 75 万ドル）、一つの農場を経営する夫婦を

想定した場合、実質的な所得上限は 250万ドル（非農業所得 100万ドル、プラス農業所得

150万ドル）になる。これに対して、2005年のデータでは、農場個人経営者およびシェア

レントを受け取る地主の 0.48%のAGIが 100万ドルを超えており、彼らの受け取る支払い

は全体の 0.87%であった（http://www.ers.usda.gov/Briefing/FarmPolicy/PayLimits.htm）。 

 

 また、農務省農業経済調査局の調査報告書（Ron Durst. Effects of reducing the income 

cap on eligibility for farm program payments, EIB-27. USDA Economic Research 

Service. September 2007.）は、2004年の米国内国歳入庁（Internal Revenue Service）

のデータに基づいて、AGI の上限額の 200,000 ドルへの引き下げの影響を分析している。

この報告書の主要な結論の一つは、潜在的な影響は極めて限られている、といいうことで

ある。しかしながら、データの制約から、農産物計画と保全計画のそれぞれの支払いを分

離して、分析することは行われていない。 

 

２．エネルギー 

2008年農業法は、エネルギーを主要な課題としている農業法であるとはいえるが、連邦

政府のエネルギー政策を決定する議会の中心的な委員会は農業委員会ではないし、行政府

においてエネルギー政策を所管する中心的な省庁は農務省ではない。したがって、バイオ

燃料の問題に限定しても、農業法のエネルギー・タイトルが今後の米国のバイオ燃料政策

の方向を決定する基本的な立法と言うわけでは必ずしもない。 

 

 そこでまず、以下では、2008年農業法のエネルギー・タイトルにおいて何が規定されて

いるか（そして何が規定されていないか）の概要を見て、その後に、2007年末に成立した

2007年エネルギー法（Energy Independence and Security Act of 2007, P.L. 110-140）も

含めて、今後のバイオ燃料に影響を与える諸要因を検討する。 

 

１） 2008年農業法のエネルギー・タイトル 

 2008年農業法の「タイトルⅨ、エネルギー」は、主として、農産物を原材料とした再生

可能エネルギーの研究を推進するための、開発リスクを軽減するための、そして再生可能

エネルギー・システムの採用を促進するための、補助金、融資、融資保証を提供するもの

である。したがって、実際のバイオ燃料生産一般の増大を直接的に支援する、農務省のバ

イオ燃料計画などはエネルギー・タイトルの中にあって、むしろ例外的な存在である（た

だし、2008年農業法は、2002年農業法の規定を修正して、農務省のバイオ燃料計画も「先

進的バイオ燃料」を支援するものに限定されるようになっている）。 

 

 2008年農業法は、基本的に、2002年のエネルギー・タイトルの諸計画を継続し、拡張
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し、追加的な資金を提供し、計画の要件等について多くの修正を加えている。また、新規

計画も規定されている（Biomass Crop Assistance Programなど）が、これに加え、エネ

ルギー・タイトル以外の調査研究タイトル（タイトルⅦ）などでも、新たなバイオ燃料関

連の調査研究計画が多数、新規に授権されている。 

 

 まず、2002年農業法の Federal Biobased Procurement Programが、Biobased Markets 

Program と名称を改められ、引き続き連邦政府によるバイオ製品の購入を規定している。

同計画はまた、農務省による「バイオ製品（Biobased Product）」の任意参加認証ラベル

計画を継続し、どのような製品が認証の対象となるかに関しての決定プロセスを規定して

いる。 

 

 「バイオ・リファイナリー支援（Biorefinery Assistance）計画」は、「先進的バイオ燃料」

を生産する実証実験規模のバイオ・リファイナリーに対する競争的補助金を提供し、その

他のタイプのバイオ・リファイナリーにも融資保証を提供する。「先進的バイオ燃料

（advanced biofuels）」とは、トウモロコシ澱粉以外の原料を用いて生産されるバイオ燃

料であるが、後述するように、2007年エネルギー法はこれに加えて、「先進的バイオ燃料」

が温暖化原因ガスを 50％削減することを要求している。 

 

 「Rural Energy for America Program」は、既存の幾つかの計画を新規の計画に統合し

たもので、農業生産者や農村の中小企業のために、エネルギー効率や再生可能エネルギー

の開発を促進することを目的として、補助金や融資を提供する。 

 

 「Biomass Crop Assistance Program」は、バイオ燃料に転換するための資格のある作物

の生産を支援し、また農業・林業土地所有者がそれらの作物を採集、収穫、貯蔵し、加工

施設まで運搬することを支援する計画である。 

 

 その他にも、多くの調査研究等のための規定が設けられているが、そのうちの一つだけ

に言及する。Biofuels Infrastructure Studyでは、農務省長官、エネルギー省長官、運輸

省長官、および環境庁長官に対して共同研究を実施することを要求し、「インフラストラク

チャーの必要を要約し、複数の可能なアプローチを分析し、そして実施されるべき特定の

インフラ開発に関する勧告を提示する報告書を準備する」ことを求めている。この報告書

において関係者が最も関心を持っていると思われる点は、バイオ燃料輸送用のパイプライ

ン建設の必要性に対して、政府が公式の承認を与えるか否かである。 

 

２） 米国バイオ燃料経済への影響および政策の見通し 

 本検討会の昨年度の報告書において、バイオ・エタノールを中心に、2005年以降のバイ
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オ燃料をめぐる経済的、社会的、そして政治的な環境変化を検討し、あわせて 2007 年エ

ネルギー法についても簡単な解説を行っている（手塚眞「エネルギー政策：エタノール及

び米国 2007 年農業法」pp.75-92）。したがって、以下では重複を避けて、2007 年エネル

ギー法と 2008 年農業法の、今後に予想される影響や、行政的執行の諸問題等に重点をお

いて検討をおこなう。 

 

経済的・経営的苦境と企業統合 

 2008年の米国エタノール産業は、2006年当時の高収益とは打って変わり、経済的、経

営的に極めて厳しい環境におかれている。2008年の 11月の上旬で破産状態にあるエタノ

ール工場は 18あり（5つがアイオワ州）、2009年までにはその数が 40に達するであろう

と、オマハの投資銀行の Mark Lakers は予測している（DesMoinesRegister.com, 

November 18, 2008. “Ethanol plant failures to climb, banker predicts”）。ただし、エタ

ノール生産量自体が減少する見通しはなく、むしろ増加するとしている。 

 

 一連のエタノール企業の経営破綻のうち、特に規模の大きなものは、2008年 11月 3日

に合衆国倒産法第 11 条の下における破産の申し立てを行ったベラサン・エナジー

（VeraSun Energy）である。同社の直接的な経営破綻の原因は、原材料であるトウモロ

コシの高価格にあったというよりも、むしろその下落（2008年秋の）を予測できなかった

こと、すなわちヘッジングの失敗にあったようである。経営マージンが薄くなったところ

に、原料調達の際のヘッジ戦略が裏目に出て、流動性が極端に低下してしまったことが破

産につながったといわれている。 

 

 ただし、経営が困難な状況にあるということは、個々の企業の問題ではなく、エタノー

ル産業全体の問題である。エタノール価格の低下、金融危機下における借り入れの困難、

そして原料価格の不安定という、三つの要素がエタノール産業全体を苦しめており、上場

されているエタノール企業の株式の多くが、大幅に値を下げている。（Kate Galbraith, 

"Economy Shifts, and the Ethanol Industry Reels" New York Times, November 5, 

2008）。 

 

 多くの関係者が、エタノール産業の次の展開として予想していることは、大規模な経営

統合である。ただし、現在の金融危機は、むしろそのような統合による業界再編成を遅ら

せる要因となっているが、ひとたび金融のめどが立てば、大規模な業界再編は必然である

と多くの関係者は見ている。 

 

実際、AP通信の Dirk Lammersによれば、現在米国で最大のエタノール生産量を誇る

POET社は、複数のエタノール企業との買収交渉を行っているとのことである（"Poet in 
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buyout talks with other ethanol producers," www.chicagotribune.com, November 26, 

2008.）。すなわち、個々の企業の苦境とは別に、エタノール産業の将来性に関して言えば、

依然として利潤を上げることが可能であると考えている企業も存在するわけである。 

 

反エタノール的論調 

 バイオ燃料産業は単に経済的な苦境に直面しているのみではなく、メディアや一般社会

における論調も、かつてとは異なり、バイオ燃料に対して否定的なものに変化している。

その具体的な例の一つは、2008 年 10 月 11 日に農務長官がアイオワ州デモインでおこな

ったとされる発言に関する報道が引き起こした混乱であった。 

 

 Bloomberg Newsの Tony C. Dreibus記者による” Ethanol Makers May Get Aid for 

Losing Corn Bets, Schafer Says”と題された記事は、先物投機に失敗したエタノール企業

を政府が税金を使って救済するものであると一般に理解されて、農務省と農務長官はその

誤解を解くための釈明に追われた。とりわけ、畜産関係者からの農務長官発言に対する反

発は強いものがあった。その理由は、飼料価格高騰の少なからぬ原因はバイオ燃料にある

と畜産関係者が考えており、畜産部門の苦境に対しては冷淡であった農務省がバイオ燃料

支援に対して寛大であることは、極めて不公平であると反発したからである。農務長官は、

結局、一連の騒動の誤解を解くために、2008 年 10 月 27 日に畜産関係諸団体のトップと

面談した。 

 

2008年農業法と 2007年エネルギー法 

 2008年農業法や 2007年エネルギー法が米国バイオ燃料産業に与える影響に関して言え

ば、その影響は、原油価格やその他の一次産品価格の大きな変動、世界的な金融危機、そ

してそれらに伴う世界経済の不調などの影響に比べて、より間接的であるかもしれない。

例えば、バイオ燃料に関してはどちらの法律も、従来のトウモロコシを原料としたものか

ら、トウモロコシ以外の原料、特に木質系の原料への転換を、様々な側面において支援し

ているが、このような政策の影響はたとえ重要なものではあっても、当然ながら即効的な

ものではない。 

 

新たな再生可能燃料基準（RFS 2） 

ただし、米国バイオ燃料産業の今後の成長に関して、最も基本的な、制度的枠組みの一

つを与えるものとして、2007 年エネルギー法が規定した新たな再生可能燃料基準

（Renewable Fuels Standard 2）がある。新たな再生可能燃料基準（RFS 2）は、様々な

点で 2005年エネルギー法によって規定された当初の再生可能燃料基準（Renewable Fuels 

Standard=RFS）とは異なっているので、以下ではこの点を検討する。 

 



 52

再生可能エネルギーの使用量の大幅引き上げと免除の申し立て 

 「新たな再生可能燃料基準（以下では「RFS 2」と呼ぶ）」においては、まず、義務付け

られる再生可能エネルギーの使用量が、当初の RFSよりも大幅に引き上げられている（こ

の点に関しては、前述した本検討会の昨年度の報告書を参照されたい）。 

 

テキサス州知事 Rick Perryは、この大幅な引き上げの実施はテキサス経済に悪影響を与

えるとして、2008年 4月 25日、RFS 2の適用を 50%免除するように、2007年エネルギ

ー法の規定に従い、環境庁に対して申し立てをおこなった。この申し立ての背景には、バ

イオ燃料を巡る大きな論点として争われ続けてきた「食料（飼料）対燃料」論争や、RFS 

2 に対する石油関係者の利害が存在したと一般には考えられている。テキサスは、有力な

畜産州であり、また石油産出州である。 

 

テキサス州知事の申し立ては、結局、法に定められた免除の条件を満たしていないとし

て、2008 年 8 月 7 日に、環境庁により退けられた。この環境庁の決定に対する不平と不

満は、畜産関係者を中心に、大きなものがあったが、2007年以降、強まるメディアの反エ

タノール論調にさらされ続けて来たエタノール関係者は、大いに環境庁の決定を歓迎した。

この両者の対立は、前述した 10 月の農務長官のバイオ燃料企業支援をめぐる発言に関す

る畜産団体の反発として、逆転した形で、再演されたと見ることが出来る。 

 

「再生可能燃料」の新たな定義とカテゴリー 

RFS 2 における、さらに注目すべき点は、「再生可能燃料」の定義やカテゴリーが旧規

定と異なっていることである。また、規制の対象がガソリン以外に拡大されており、ディ

ーゼル燃料や、さらには道路車両用以外の燃料も、規制対象に加えられている（ジェット

燃料と熱利用される燃料は規制外だが、再生可能燃料をこれらの用途に販売した場合、そ

れに応じて RIN クレジットを得ることは出来る。RIN クレジットというのは、譲渡可能

な再生可能燃料の証明であり、RFS 義務を負った業者が RIN クレジットの取得によって

RFS義務を遵守することが認められている）。 

 

ライフサイクル分析に基づく諸カテゴリーの新たな定義 

 エタノール産業の将来に大きな影響があるかもしれない点は、2007年エネルギー法の再

生可能燃料の様々なカテゴリーの定義が、環境庁長官が決定するライフサイクル分析に基

づき、一定の温室効果ガス排出量の削減を要求している点である。すなわち、「新規工場で

生産される通常の再生可能燃料（トウモロコシ等の澱粉を原料とするもの）」は 20%以上、

「先進的バイオ燃料」は 50%以上、また「セルロース系燃料」は、60%以上の温室効果ガ

スをベースラインと比較して削減するものでなければならない。比較の基準とされる「ベ

ースライン」は、2005年に輸送用燃料として販売・流通したガソリン（あるいはディーゼ
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ル燃料）に関して、環境庁長官により決定される、ライフサイクル分析に基づく温室効果

ガスの平均排出量である。 

 

 2007年エネルギー法による再生可能燃料の諸カテゴリーの、ライフサイクル分析に基づ

く新たな定義が、具体的にどのような影響をエタノール産業に与えるか否かは、しかしな

がら、その大きな部分が法律の文言自体というよりも、その執行過程に依存すると言えよ

う。すなわち、環境庁長官が決定する、ライフサイクル分析のベースライン如何により、

その具体的な影響は大きく異なるということである。 

 

 環境団体と業界団体の意見が大きく対立している点の一つは、ライフサイクル分析にお

いてバイオ燃料生産に伴う「間接的土地利用変化（具体的には熱帯雨林への影響などが想

定される）」の影響をどのように評価すべきかに係わっている。環境諸団体の主張は、バイ

オ燃料生産は土地利用の変化を通じて温室効果ガスの排出量に大きな影響を与えており、

環境庁のベースラインはその影響を考慮すべきである、というものである。

（Environmental Defense Fund, Environmental Working Group, Friends of the Earth, 

National Wildlife Federation, Natural Resources Defense Council, そして Union of 

Concerned Scientists の連名による、環境庁長官宛の 2008 年 11 月 10 日付け書簡、

http://www.ucsusa.org/assets/documents/clean_vehicles/ILUC_RFS_letter_EPA_11_10

_08.pdf） 

 

 これに対してエタノール生産団体や関連業界団体の立場は、間接的土地利用変化の影響

を環境庁のベースラインで考慮することは当面差し控えるべきであるとするものである。

なぜならば、そのような影響は、無視しうる程度か、極めて不確かなものであるからであ

る（Stephen Power, "If a Tree Falls in the Forest, Are Biofuels To Blame? It's Not Easy 

Being Green," The Wall Street Journal, November 11, 2008.）。また、コントロールの及

ばない他国の土地利用変化の責任を米国の生産者に負わせることを問題視する研究者もい

る。 

 

 両者の対立点をよりあからさまに述べれば、環境団体はバイオ燃料の増産が、世界的な

食料価格の上昇を通じて、世界的な土地利用の変化、すなわち森林の農地への転換を引き

起こし、結果的に温室効果ガスの増大に繋がることを懸念している。これに対して、エタ

ノール生産団体等は、当然、そのような批判が根拠のないものであると主張する。仮に環

境団体の主張が認められるとすると、現在の技術で生産されている米国のバイオ燃料の多

くが、2008年エネルギー法の定義する「再生可能燃料」に含まれなくなる可能性すらある。 

 

 ただし、この基準が適用されるのは、「新規工場で生産される」燃料であるから、当面の



 54

影響はそれほど大きなものではないとも考えられる。 

 

いずれにしても、バイオ燃料のライフサイクル分析は、現状においては、必ずしも確固

とした、万人が受け入れる「科学的根拠」を提供しうるまで成熟した方法とは言い難いた

め、たとえ環境庁によるなんらかの行政的な決定がなされたとしても、論争自体はさらに

継続していくことが予想される。 

 

「既存耕地」の基準 

 2007年エネルギー法のバイオ燃料の定義に関して、行政上の執行が問題視されているも

う一つの点は、「既存耕地（Existing Cropland）」の基準である。2007年エネルギー法の

規定によれば、「再生可能燃料」は、「2007年農業法以前に開墾されていたか、あるいは耕

作されていた」土地で収穫された、再生可能なバイオマスから生産されたものでなければ

ならない。しかしながら、バイオ燃料生産者は一般に、原料の生産状況に関する情報は持

ち合わせていない。また、ある土地が「2007年農業法以前に開墾されていたか、あるいは

耕作されていた」という規定も、どの時点までさかのぼるかにより、具体的な範囲は変わ

ってくる。さらに、この規定がどのように、輸入されるバイオ燃料に関して適用されるか

も不確かである（この点は、前述したバイオ燃料のライフサイクル分析に関しても同様の

問題がある）。 

 

 ３） 米国バイオ燃料産業の制度的枠組み：国内需要量確保、優遇税制、輸入関税 

 昨年度の本検討会の報告書でも指摘しているように、米国のバイオ燃料生産は、「再生可

能基準」によって一定の需要量を確保した上に、補助金（税制面の優遇）と関税保護の大

枠に守られる形で、成り立っている。したがって、バイオ燃料の今後の見通しを論ずる際

も、この制度的な枠組みの安定性を検討する必要がある。 

 

 まず、一定の需要量の確保という点に関して言えば、下院農業委員会のピーターソン

（Collin Peterson, D-Minn.）委員長が、現在のガソリンへのエタノールの混合率 10％を

15%まで引き上げるべきだと主張している。委員長はこの点に関しては大統領の支持も期

待できると考えている。これに対して、下院農業委員会少数党筆頭議員のグッドラテ（Bob 

Goodlatte, R-Va.）は、義務的なエタノール使用全般に対して否定的である（Charles Abbott, 

Washington（Reuters），Nov 6, 2008. "House farm chief backs higher bio-blend."）。 

 

 一般に、2008年の大統領選挙の結果は、エタノール支持勢力に有利に働くと考えられる

ので、2009年の議会においてピーターソン委員長がエタノールの混合率の引き上げを試み

ることは十分に考えられる。ただし、2006年当時とは異なり、現在ではエタノール支援に

強く反対する人々もまた勢力を強めている。 
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 米国のエタノールに対する保護削減の試みは、2008年においては特に、食料および飼料

価格やガソリン価格の急騰に対する対応策として議論されることが多かった。具体的な保

護削減策は、主として、連邦ガソリン税の減免の形で与えられているエタノール補助金の

引き下げと関税水準の引き下げを目指すものであった。 

 

 エネルギー省長官ボドマン（Sam Bodman）は、2007 年の暮れ頃からしばしばエタノ

ール関税引き下げに言及しており、ブッシュ政権の 2009 会計年度予算提案にもエタノー

ル関税引き下げが含まれるかもしれないと示唆していた。（Tom Doggett, Washington 

（Reuters），Jan 30, 2008."Bush’s budget may change ethanol import tariff."）しかしな

がら、グラスレー（Chuck Grassley, R-IA）上院議員からの強力な働きかけもあり、結果

的に、ブッシュ大統領の 2009 会計年度予算提案にエタノール関税引き下げは含まれなか

った。 

 

 議会においても、エタノール関税引き下げを主張する議員は少なくない。2007年エネル

ギー法案の上院本会議審議においても、グレッグ（Judd Gregg, R-NH）議員が引き下げ

修正案を提出しており、36対 56で否決されている（2007年 6月 20日）。 

 

2008 年農業法は、タイトル XV（貿易および税）のセクション 15333 において、2008

年末で失効する予定だったこのエタノール関税を 2010年 12月 31日まで２年延長した。

これに対して、上院のグレッグ議員とファインシュタイン(Dianne Feinstein, D-Calif.)議

員は、現行エタノール関税を引き下げる「輸入エタノール・パリティー法案（Imported 

Ethanol Parity Act, S. 3080）」を上院に提出している。 

 

 もともと、米国のエタノール関税は、連邦ガソリン税の免除を国産エタノールに限定す

るための相殺措置とされてきた。米国の連邦ガソリン税とエタノール関税の関係の詳細に

ついては、本検討会の平成 17年度報告書、（手塚眞「米国およびブラジルにおける燃料エ

タノールの経済と政策」、pp. 55-61）を参照されたい。 

 

この点に関して、2008年農業法の成立後に浮上してきたエタノール関税の新たな問題点

の一つは、2008年農業法のタイトル XV（貿易および税）が、ガソリン税の免除を従来の

51セント／ガロンから、2009年１月１日以降、45セント／ガロンに減額したにもかかわ

らず、関税は従来と同じ水準（54セント／ガロン）のまま延長したことであった。 

 

 エタノール関税反対派は、したがって、米国のエタノール輸入障壁は（国内補助の相殺

という基準から見て）、実質的に引き上げられた、と主張した。ファインシュタイン上院議

員は、この点から、米国エタノール関税が WTO 上の規則違反にならないかどうかを、
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USTRに対して検討するように要請している。ただし、この件に関しても、グラスレー上

院議員は、米国エタノール関税の正当性を強く主張している（Jason Vance, Farm Futures

（www.farmfutures.com），August 20, 2008. "Grassley Defends WTO Compliance of 

Ethanol Tariff."）。 

 

 これに対して、次期オバマ政権で健康福祉省（Health & Human Services）長官就任が

予定されており、以前に上院院内総務をつとめたトム・ダシュレ（Tom Daschle）は、上

院議員時代には農業委員会に属し、熱心なエタノール推進派であるが、米国エタノール関

税の廃止を主張している（Steve Hargreaves, Washington（CNNMoney.com），"Mapping 

a renewable energy agenda," Last Updated: December 4, 2008.）。しかしながらトム・ダ

シュレの長官就任に関しては、その後納税漏れ問題が表面化し、2月 3日に本人が長官指

名を辞退し、大統領もそれを受け入れている。ダシュレの長官就任辞退は、行政府や議会

においてエタノール関税廃止ないし引き下げを主張する勢力を勢いづけるものではないに

しろ、逆に、これによってエタノール関税問題が終息するわけでもない。 

 

 米国エタノール関税をめぐるこのような動きが極めて注視すべきものであるのは、それ

がブラジルによる米国エタノール政策のWTOへの正式提訴と密接に関連しているからで

ある。ブラジル政府はすでに 2007 年度の秋から米国エタノール政策の WTO 提訴を検討

中であると公表しており（"Brazil Case Accents Need For New Biofuel Rules," CQ 

Weekly, October 15, 2007.）、「綿花の次」がエタノールである可能性は大きい（“Brazil sees 

WTO ethanol case against U.S. soon,” Reuters, 2 September 2008）。 

 

 以上とは別に、2008年農業法のタイトル XVのエタノール関連税制の持っているもう一

つの意味は、それらが他の諸計画における支出増大をまかなうための、「収入増加」策とな

っていることである。合同税制委員会（JCT）との共同による議会予算局（CBO）の推計

では、エタノールの免税額引き下げにより、2009～2011年の間に 8.54億ドルの収入増加

が見込まれ、さらにエタノール輸入関税の延長（およびその他の措置）により、2008～2012

年の間に 3300 万ドルの収入増加があるとされている（Congressional Budget Office. 

"Heartland, Habitat, Harvest, and Horticulture Act of 2007：As ordered reported by the 

Senate Committee on Finance on October 4, 2007." October 29, 2007.）。 

 

 なお、エタノールの免税額引き下げが今後の米国エタノール生産に与えうる影響につい

ては、2007年エネルギー法のRFS 2の存在やエタノール輸入関税の継続を前提とすれば、

その影響は一般に極めて小さいと考えられている（この点に関する詳細な分析の一例は、

Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) at the University of 

Missouri.Columbia (MU). Biofuels: Impact of Selected Farm Bill Provisions and other 
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Biofuel Policy Options. FAPRI-MU Report #06-08. June 2008. pp. 13-16.） 

 

３ 砂糖 

 2005年以降の米国砂糖の需給動向や政策対応、そして上下両院のそれぞれの通過農業法

案の砂糖に関する概要は、すでに本検討会の平成 19 年度報告書（手塚眞「米国次期農業

法の概要：各論、保全プログラム、砂糖政策」）で説明している。本稿では重複を避け、最

終的に法律となった 2008 年農業法の砂糖に関する主要な規定、評価、そして今後に考え

られる諸課題についてのおおよそを述べるにとどめる。 

 

 まず、全体的な評価を述べれば、昨年度の本検討会報告書でも指摘したように、2008

年農業法の砂糖関連規定は、生産者団体の意向をかなり強く反映した内容になっている。

行政府は農業法審議の過程で、大統領の拒否権発動の可能性を示唆しつつ、たびたび農業

法の幾つかの条項に関する批判を繰り返してきたが、その中には砂糖関連条項も含まれて

いた（例えば、The White House. “Congress' Farm Bill Is Bad for American Taxpayers.” 

May 9, 2008）。にもかかわらず、現行砂糖計画に反対する議員による批判や修正の試みは、

議会において大差でしりぞけられた。 

 

融資単価の引き上げ 

2008 年農業法は砂糖の融資単価を引き上げている。さとうきび粗糖に関しては、2009

会計年度の 18.0セント（１ポンド当たり、以下同様）から 2013会計年度の 18.75セント

に、甜菜精製糖に関しては、2009 会計年度の 22.9 セントから 2013 会計年度の 24.09 セ

ントまで漸次、引き上げられる。  

 

生産者団体はエネルギーコストの高騰などを理由に、さとうきび粗糖の融資単価の１セ

ント引き上げ（それに対応した甜菜精製糖の引き上げ）を要求していたが、議会はこの要

求を部分的に受け入れられたことになる。 

 

販売割当量決定方式の修正 

 米国の砂糖計画の運営は、砂糖を担保とした融資の質流れを発生させないように、輸入

を関税割当によって、そして国内産砂糖の販売を販売割当によって管理している。2008

年農業法は、砂糖の販売割当量決定方式を修正している。 

 

従来の方式では、全体割当数量（Overall Allotment Quantity）が、農務省の推計する

砂糖消費量と妥当な期末在庫量から、153.2万 STRV （この量は、WTOのもとにおける

ミニマム・アクセス 125.6 万と、NAFTA のもとにおける完全自由化以前のメキシコ枠の

上限 27.6万の合計量）と繰越在庫（ＣＣＣ在庫を含む）を差し引いて算出されていた。ま
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た、輸入量が、153.2万 STRV を超えると予想される場合には、販売割当の実施は停止さ

れる規定があった。 

 この方式の実績を見ると、国内需要量や生産量の変動、そしてその結果としての在庫量

の変動などにより、米国国内産砂糖の米国国内市場におけるシェアは、最も低いときには

73％（2006会計年度）から、最も高いときには 89％（2004会計年度）まで変化していた。

ただし、2008年以降の米墨間の砂糖貿易の自由化や、多くの FTAの下における砂糖輸入

の増大を考えれば、従来方式のもとで米国砂糖生産者のために米国市場の一定割合を確保

し続けることは、今後、ますます困難になることが予想された。 

 

 そこで、2008年農業法は生産者団体からの要求を受け入れて、全体割当数量を、次年度

に予想される砂糖の国内消費量の 85％に設定する方式に改めた。 

 

砂糖・エタノール計画（Feedstock Flexibility Program）の導入 

 一方において国内砂糖市場の一定割合を国内生産者のために確保し、他方において米墨

間の砂糖貿易自由化や、多くの FTAの下における砂糖輸入増大が今後考えられるとするな

らば、その論理的な帰結は米国市場における砂糖の過剰である。このような事態を回避す

るために、生産者団体は、国内需要を超える砂糖輸入が生じた場合には、それをエタノー

ル生産向けに販売することを農務省に対して義務付ける規定を、2008年農業法に盛り込む

ことに成功した。 

 

 一般に、米国の砂糖価格はエタノール原料価格よりも高いため、その差額は農務省によ

って補填されることになる。また、エタノール生産者にとっては必要な施設の改修等に追

加的な費用が発生するなどの問題が予想されており、余剰砂糖のエタノール生産者への販

売価格が通常のエタノール原料（主としてトウモロコシ）価格よりも低くなる可能性があ

る。米国における砂糖を原料としたエタノール生産の経済的な可能性に関しては、すでに

農務省が否定的な判断を含む報告書を公表している（The Economic Feasibility of 

Ethanol Production from Sugar in the United States. July 2006）。 

 

 ただし、このように高いコストの発生が予想される砂糖・エタノール計画ではあるが、

議会の予算過程における同計画の位置づけは、「支出削減策」としてのものである。すなわ

ち、CBOのベースライン予測では、増大する輸入によって砂糖計画の支出の増大がすでに

見込まれており、それに対して砂糖・エタノール計画は追加的な需要を作り出すことで、

砂糖計画自体の予想される支出が削減されるからである。CBOは 2008年農業法の砂糖融

資単価引き上げ等により、砂糖価格支持支出は 2008～2012会計年度の間で、（CBOベー

スラインに比較して）69百万ドル増加するとしている。これに対して、砂糖・エタノール

計画は 108百万ドルの支出を削減するとされ、全体として 2008年農業法の砂糖計画は同
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期間に 39 百万の支出削減が見込まれているのである（この点の分かりやすい解説は、議

会調査局報告書、Remy Jurenas. Sugar Policy and the 2008 Farm Bill. RL34103. 

Updated July 1, 2008. の pp.10-11）。 

 

2009会計年度砂糖計画、その他 

 農業法が砂糖計画に関して規定していることのすべてが、現実の政策運営において実際

の影響を持ってくるわけではない。また、当然のことながら、農業法とはかかわりのない

様々な要因が米国の砂糖計画の執行に大きな影響を与える。 

 

 農務省は、2008年農業法の砂糖に関する諸規定にもとづき、2008年 9月 9日に、2009

会計年度砂糖計画を公表した。それによれば、同年度の全体販売割当量（OAQ）は、予想

される食用砂糖消費量の 85％にあたる 892.5 万 STRV である。ただし、この量は農務省

が予想する同年度の国内砂糖生産量（農務省経済調査局の Sugar and Sweeteners Outlook. 

SSS-253. Sept. 30, 2008.によれば、745.4万 STRV）をかなり上回っている。特に甜菜の

予想収穫量は、前年比で 16％近くの減少であり、その主要な要因は競合する他作物の高価

格のため、作付面積が減少したことにある。 

 

 2009会計年度の国内生産が全体販売割当量をかなり下回るとすれば、不足分は輸入によ

ってまかなわなければならないが、2008年農業法の規定は農務省の裁量をかなり狭めてお

り、何らかの非常事態のもとでの追加的な輸入を実施することになるのかもしれない。 

 

 メキシコ産砂糖の輸入動向に関して言えば、エタノール需要の増大が HFCSの対メキシ

コ輸出を抑制していることもあり、2009会計年度の輸入量は約 55万 STRVと農務省は予

測している。このような状況において、2008年農業法が規定している、「過剰対策」とし

ての砂糖・エタノール計画も、現時点での需給予測を前提とすれば、実施されないことに

なる。2008 年 9 月 30 日に農務省は、2009 会計年度において砂糖・エタノール計画を実

施しない決定を公表している（”USDA Announces Final FY 2008 and Initial FY 2009 

Sugar Marketing Allocations.” Release No. 0248.08）。 

 

 最後に、2008年農業法やその執行とは直接の関係はないが、米国砂糖経済の長期的な動

向に影響を与える可能性のある事柄として、フロリダ州による US Sugar Corp.の農地の

買い上げ問題についてふれる。 

 

 2008 年 6 月、フロリダ州知事チャーリー・クリスト（Charlie Crist）は、国立公園に

指定されているエバーグレーズ（Everglades）大湿地帯の保護を目的に、U.S. Sugar Corp.

（18 万 7,000 エーカーの土地を含む）を、17.5 億ドルで買収することに暫定合意したと
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発表した（Joel Achenbach. "Florida Moves to Restore Wetlands: Sugar Corp. Purchase 

Would Aid Everglades." Washington Post, June 25, 2008.）。 

 フロリダ州は、購入した土地を浄化貯水池として利用して、オキチョビー湖（Lake 

Okeechobee）からエバーグレーズへの水流を回復させることで大湿地帯の回復をはかる計

画である。 

 

 その後、購入計画は縮小され、同社の砂糖工場、鉄道、その他施設等を除く、18万 1,000

エーカーの土地のみを 13.4億ドルで購入することになった(Damien Cave. "Florida and 

U.S. Sugar Revamp Everglades Deal." New York Times, November 11, 2008.)。 

 

 しかしながら、この広大な土地の購入計画が最終的に実現するか否かに関して、州の財

政的な能力を懸念する関係者も多い。土地購入の主体となる South Florida Water 

Management Districtの決定においても、資金的な問題の生ずる場合には契約を破棄でき

る但し書きが付いており、最終的な決着までには依然として問題が残るようである（Kate 

Spinner. "South Florida water managers tentatively approved a state purchase of U.S. 

Sugar land Tuesday. But the deal has an escape clause." Palm Beach Post, December 

17, 2008．）。 

 

いずれにしろ、現在交渉中の契約のもとでは、U.S. Sugar Corp.は今後 7年間、砂糖生

産を継続することになるが、その後の計画の展開如何では米国砂糖経済にも少なからぬ影

響があるかもしれない。 

 




